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前払金および中間前払金の限度額撤廃について 

 

 

 センターが発注する建設工事について、施工に必要な資金を供給することによって適正な

施工を確保することを目的に、前金払および中間前金払の支払限度額を下記のとおり撤廃し

ます。 

 

記 

 

１．変更内容 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．適用時期 

  平成２８年６月１日以降に発注する工事について適用します。 

現行制度 

【請負金額２００万円以上の工事】 

①前 金 払…請負金額の４０％以内 

 支払限度額…１億円 

②中間前払金…適用なし 

 

変更後 

【請負金額２００万円以上の工事】 

①前 金 払…請負金額の４０％以内 

 支払限度額…限度額なし 

②中間前払金…請負金額の２０％以内 

 支払限度額…限度額なし 

 ※中間前払金は工期６０日以上の 

建設工事に適用。 


